
 

　
福
岡
県
で
は
、
７
月
を
「
同
和
問
題
啓

発
強
調
月
間
」
と
定
め
、
県
下
一
斉
に
部

落
差
別
を
な
く
し
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権

が
大
切
に
さ
れ
る
明
る
い
社
会
を
築
く
た

め
に
、
県
民
挙
げ
て
の
啓
発
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。 

　
小
郡
市
に
お
い
て
も
、
市
民
一
人
ひ
と

り
が
同
和
問
題
の
解
決
を
自
ら
の
課
題
と

し
て
と
ら
え
、
身
の
回
り
の
差
別
を
見
抜

き
、
差
別
を
許
さ
な
い
意
識
の
徹
底
を
図

る
市
民
運
動
月
間
と
し
て
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。 

 

※
小
郡
市
の
同
和
問
題
市
民
講
演
会
は
７
月
１
日
に
文

化
会
館
で
開
催
し
ま
し
た
。
多
数
の
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
参
加
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

○
小
郡
市
人
権
・
同
和
教
育
研
究
協
議
会
と
は
？ 

 

　
被
差
別
部
落
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
か

ら
の
解
放
を
目
指
す
「
同
和
」
教
育
の
正
し
い
理
解

と
実
践
に
つ
い
て
、
研
究
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
昭
和
56
年
（
１
９
８
１
年
）
に
設
立
さ
れ
た

団
体
で
、
現
在
会
員
は
１
、
３
０
０
人
を
超
え
て
い

ま
す
。 

　
会
に
は
、
就
学
前
教
育
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育

お
よ
び
行
政
の
各
部
会
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会

で
研
究
実
践
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。 

          

○
記
念
講
演
会 

　
組
坂
繁
之
さ
ん
（
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
執
行

委
員
長
）
が
「
21
世
紀
を
人
権
の
世
紀
に
」
と
題
し

て
、
講
演
を
行
な
い
ま
し
た
。 

　
ご
自
身
の
青
春
時
代
の
つ
ら
い
思
い
出
や
解
放
運

動
に
入
る
き
っ
か
け
、
運
動
の
成
果
や
今
日
の
「
部

落
解
放
運
動
」
を
め
ぐ
る
情
勢
な
ど
分
か
り
や
す
く
、

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
話
し
に
、
会
場
を
埋
め
た
市
民

も
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。 

７
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す

７
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す 
７
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す 

福
岡
県
「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」
講
演
会
の
ご
案
内 

▽
日
時
　
７
月
21
日
（
土
）
／
午
後
０
時
50
分
開

　
演
（
正
午
開
場
） 

▽
会
場
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
（
春
日
市
原
町
３

　
‐
１
‐
７
） 

▽
プ
ロ
グ
ラ
ム 

　
第
一
部
　
人
権
コ
ン
サ
ー
ト
「
夢
見
る
力
を
信

　
じ
て
」 

　
（
出
演
）
前
川
裕
美
さ
ん
（
作
曲
・
演
奏
家
） 

　
　
進
行
性
弱
視
に
よ
り
視
力
を
失
っ
て
い
く
中
、
音
楽
家
を

　
　
目
指
し
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
へ
留
学
。
２
０
０
５
年
の
ゴ

　
　
ー
ル
ド
コ
ン
サ
ー
ト
第
２
回
（
障
害
を
持
つ
音
楽
家
の
才

　
　
能
発
掘
す
る
た
め
の
音
楽
祭
）
で
、
総
合
グ
ラ
ン
プ
リ
を

　
　
受
賞
。 

　
第
二
部
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
社
会
と
人
権
〜
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け

　
る
人
権
尊
重
と
は
〜
」 

　
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
　
馬
場
周
一
郎
さ
ん

　
（
西
日
本
新
聞
社
編
集
局
編
集
企
画
委
員
会
編
集
委
員
） 

　
（
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
）
　
高
木
寛
さ
ん
（
㈱
イ
ン

　
　
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
研
究
所
代
表
取
締
役
）
、

　
　
平
岡
恭
正
さ
ん
（
奈
良
県
市
町
村
人
権
・
同
和
問

　
　
題
啓
発
活
動
推
進
本
部
連
絡
協
議
会
顧
問
）
、
市

　
　
場
敏
彦
さ
ん
（
福
岡
県
立
福
岡
工
業
高
校
教
諭
） 
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○
公
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク
総
合
活
用
計
画
に

　
基
づ
く
小
板
井
住
宅
の
建
替
え 

　
市
で
は
、
小
郡
市
公
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク

総
合
活
用
計
画
を
も
と
に
、
計
画
的
に
公

営
住
宅
の
建
替
え
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

こ
の
計
画
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
、
長
松

住
宅
、
井
上
第
一
住
宅
と
順
次
建
替
え
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。 

　
今
回
、
平
成
17
年
度
か
ら
19
年
度
の
３

か
年
で
、
小
板
井
住
宅
の
建
替
え
事
業
を

進
め
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

住
宅
の
建
替
え
と
併
せ
て
、
周
辺
地
域
の

環
境
改
善
を
図
る
た
め
、
公
園
や
道
路
の

整
備
に
取
り
組
み
、
『
「
人
権
の
ま
ち
づ

く
り
」
小
板
井
・
大
崎
地
区
推
進
委
員
会
』

の
中
で
協
議
を
重
ね
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

 

○
通
常
基
準
の
中
で
・
・
・ 

　
小
板
井
住
宅
は
、
長
松
住
宅
や
井
上
第

一
住
宅
な
ど
他
の
公
営
住
宅
と
同
じ
く
応

能
応
益
家
賃
（
収
入
に
応
じ
た
家
賃
）
で

運
営
し
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
業
に
対
し
、

市
民
の
方
の
一
部
に
は
、
「
ね
た
み
意
識
」

が
存
在
し
て
お
り
、
現
に
、
市
役
所
の
窓

口
に
来
ら
れ
た
市
民
が
「
市
は
、
金
が
な

い
と
言
い
な
が
ら
、
多
額
の
予
算
を
か
け

て
小
板
井
住
宅
を
建
替
え
て
い
る
」
と
い

う
発
言
を
し
て
い
か
れ
た
事
実
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
の
窓
口
の
課
長
が
適
切
に
説

明
し
、
対
応
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
似
た

よ
う
な
発
言
が
あ
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
事
業
は
、
国
・
県
合
わ
せ
て
50
パ

ー
セ
ン
ト
の
補
助
を
受
け
て
い
ま
す
。 

 

○
カ
ビ
の
大
量
発
生 

　
そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
18
年
度
事
業
分

の
９
戸
が
３
月
に
完
成
し
、
９
世
帯
が
４

月
か
ら
入
居
さ
れ
ま
し
た
。 

　
市
は
、
公
営
住
宅
の
建
替
え
に
伴
い
、

入
居
世
帯
に
対
し
、
不
具
合
が
あ
る
か
ど

う
か
の
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
、
今
回
も

実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

　
今
回
の
調
査
の
結
果
、
一
世
帯
か
ら
「
内

部
の
壁
に
カ
ビ
の
よ
う
な
も
の
が
発
生
し

て
い
る
」
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
直
ち
に

調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
部
屋

の
内
壁
に
カ
ビ
が
発
生
し
て
い
ま
し
た
。 

　
入
居
者
が
気
付
か
れ
た
の
は
、
４
月
の

初
旬
頃
で
、
完
成
し
て
１
か
月
程
度
で
あ

り
、
通
常
カ
ビ
の
発
生
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。 

　
市
で
は
、
入
居
世
帯
の
ご
家
族
の
健
康

面
並
び
に
原
因
究
明
を
行
う
た
め
、
現
在
、

仮
住
居
に
移
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
５
月
29
日
に
『
「
人
権
の
ま
ち
づ

く
り
」
小
板
井
・
大
崎
地
区
推
進
委
員
会
』

を
開
き
、
こ
の
こ
と
を
報
告
す
る
と
と
も

に
、
推
進
委
員
の
小
板
井
１
区
長
、
小
板

井
２
区
長
、
大
崎
区
長
に
も
実
際
に
現
地

を
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。 

　
市
は
、
カ
ビ
の
発
生
の
原
因
や
カ
ビ
の

種
類
を
調
査
中
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
改
修
等
を
行
な
う
予
定
で
す
。 

 

○
誤
っ
た
発
言
や
風
評
に
対
し
て 

　
今
回
の
件
は
、
入
居
者
に
は
、
何
の
責

任
も
原
因
も
な
く
住
宅
の
建
設
に
関
わ
っ

て
起
き
た
も
の
で
す
が
、
や
や
も
す
る
と
、

「
ね
た
み
意
識
」
な
ど
と
も
に
正
し
く
理

解
さ
れ
な
い
ま
ま
誤
っ
た
発
言
や
風
評
な

ど
が
流
れ
、
差
別
を
助
長
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。 

　
こ
の
事
業
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
ま
し
た

よ
う
に
、
住
宅
の
建
替
え
と
併
せ
、
公
園

や
道
路
の
整
備
を
取
り
組
み
、
差
別
を
な

く
す
た
め
の
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」
の

一
環
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
で
あ

り
、
今
後
、
状
況
等
を
含
め
て
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。 

　
差
別
の
な
い
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
を
実

践
し
て
い
く
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

小
板
井
住
宅
建
替
え
に
関
わ
る 

　
　
　
　
　
　
問
題
に
つ
い
て 

 
小
板
井
住
宅
建
替
え
に
関
わ
る 

　
　
　
　
　
　
問
題
に
つ
い
て 

 

▲内壁の下地板に発生したカビ ▲内壁に発生したカビ
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